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はじめに 

 (1) 東日本大震災以降のエネルギーを巡る動き 

 (2) 京都エコ・エネルギー戦略の策定趣旨 

 

１ 京都府内のエネルギー需給の現状と課題 

(1) エネルギー消費の状況 

(2) 電力エネルギーの需給の状況 

(3) 熱エネルギーの需給の状況 

(4) 京都府内におけるエネルギー供給施設の立地状況 

(5) 再生可能エネルギーの導入状況及び導入可能量 

(6) 次世代エネルギー・社会システムに関する先進的取組 

(7) 京都府のエネルギー施策の課題 

ア エネルギーの安全性の向上 

イ 将来にわたるエネルギーの安定供給の確保 

ウ 新たなエコ・エネルギー社会モデルの構築 

エ エネルギーの経済性の向上 

オ エネルギー政策と地球温暖化対策の両立 

 

２ 基本方針と目標 

戦略１：ICT 等の活用による新しい省エネ・節電型社会の構築 

戦略２：再生可能エネルギーの最大限の導入拡大 

戦略３：府民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定供給の確保 

戦略４：各地域の個性を活かしたスマートコミュニティの形成 

戦略５：京都エコ・エネルギー産業の育成と振興 

 

３ 基本方針に基づく施策の方向 

(1) 新しい省エネ・節電型社会の構築に向けて 

(2) 再生可能エネルギーの導入拡大に向けて 

(3) エネルギーの安定供給の確保に向けて 

(4) 多様なスマートコミュニティの形成に向けて 

(5) 京都エコ・エネルギー産業の育成・振興に向けて 

 

４ 目標達成のための行動指針  

 

戦略の推進に向けて 

（目 次） 



                                   

1 

 

 はじめに                               

 

（１）東日本大震災以降のエネルギーを巡る動き 

 

○ 2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の

事故を契機にして、これまで我が国が推進してきた、原子力発電をベース電

源として、地球温暖化防止とエネルギーの安定的な供給を両立させていくと

いうエネルギー政策の見直しが不可避となった。 

 

 ○ この間の様々な議論を通じて、国民の多くが原子力発電の安全性に不安

を抱いていることが明らかになり、同時に、これまで当然のことのように

考えられてきたエネルギーの安定供給に対する懸念も顕在化してきている。 

 

○ 2012 年夏には、全国の原子力発電がすべて停止するという状況のもとで、

電力需給対策が実施され、特に原子力発電の比率が高い関西電力株式会社

（以下「関西電力」という。）管内においては、15％（後に 10％）という

高い目標を掲げた節電の取組が行われるとともに、万が一に備えた計画停

電の準備が進められるなど、府民生活や産業活動に大きな不安を投げかけ

た。 

 

○ こうした中で、国のエネルギー政策の根幹となる「エネルギー基本計画」

の策定は、未だ検討途上にあり、将来にわたって必要なエネルギーの供給力

の確保をはじめ安定性、経済性に関する課題の克服、地球温暖化対策との両

立などの課題も残されている。 

 

○ 一方、同年７月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタート

し、それを活用したメガソーラーと呼ばれる大規模太陽光発電施設の立地が

全国的に活発化するなど、再生可能エネルギー導入の飛躍的な進展に向けた

機運が高まっている。 

地域に存在する自然資源をクリーンなエネルギーとして活用する再生可

能エネルギーは、地域の活性化にも効果を発揮すると期待され、そのために

も、普及拡大と併せて不安定な出力対策やコストの低減などの課題の克服が

重要となっている。 

 

○ 一方、エネルギーの需要サイドにおいても、近年、照明、空調などの電気

製品をはじめ、住宅・建物、生産設備、自動車など様々な分野において、エ

コ化＝エネルギー高効率化が進むとともに、エネルギーの使用量を ICT（※
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１）等により制御するスマートグリッド（※２）や、市場メカニズムによっ

てエネルギー需給を調整するデマンドレスポンス（※３）などの新たな技

術・手法の開発や実験的導入が急速に進展している。 
    ※１：Information and Communication Technology（情報通信技術）  

※２：電力網の末端（家庭やビルの計測器）と供給側（送電施設等）に通信機能や計算機能を付 
加し、自動で電力の需要と供給を最適化できるようにする次世代の電力インフラ（技術） 
のこと。 

    ※３：Demand  Response。卸市場価格の高騰時または系統信頼性の低下時において、電気料金 
価格の設定またはインセンティブの支払に応じて、需要家側が電力の使用を抑制するよう 
電力消費パターンを変化させること。 

 

○ さらに、国際的なエネルギー情勢に目を向けると、発展途上国の経済成

長などによってエネルギー需給が窮迫化する一方で、採掘技術の進歩によ

って、これまで商業化が困難であった大量の天然ガスや石油の採掘を可能

にした北米発の「シェール革命」が、これからの世界のエネルギー需給や

産業、環境、日本のエネルギー安全保障にも大きな影響を及ぼしていくこ

とが予想される。 

 

 

（２）京都エコ・エネルギー戦略の策定趣旨 

 

○ このようなエネルギーを取り巻く国内外の激しい変化に対応していくた

めにも、エネルギー政策は、国の責任において安全保障を含む総合的な観点

から取り組まれるべきものであるが、前述のように、明確な方向性、具体的

な方策について未だ明らかにされていない状況にある。 

 

○ このような不透明な状況の下にあっても、京都府として、国の施策を待つ

だけではなく、府民生活の安心・安全を守り、経済活動の維持発展を図る立

場から、地方公共団体として取り組むべきエネルギー対策について主体的に

検討し、その対策に率先的かつ積極的に取り組んでいくことが求められてい

る。 

 

○ 本戦略は、京都府内における安全で安定的かつ多様なエネルギーの確保

に関して、2030 年度を目途としつつ、地球温暖化などの環境と経済の視点

を踏まえ、京都府としてのエネルギー政策の方向性と施策展開のあり方を

明らかにすることを目的として策定するものである。 

 

○ なお、この戦略を進める上では、将来の社会・経済情勢の変化や、技術

革新の進捗などに的確に対応して機動的な見直しを行うことが必要であり、

今後の国のエネルギー政策の動向を注視するとともに、関西広域連合や市

町村の施策とも十分な連携を図りながら、戦略を推進していくこととする。  
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１ 京都府内のエネルギー需給の現状と課題                

 

（１）エネルギー消費の状況 

 

○ 京都府におけるエネルギー消費量（2009 年度）は、147,713TJ（※）とな 

っている。その推移を見ると、90 年代半ばまでは右肩上がりで増加してきた 

が、その後は景気動向に合わせて減尐、増加を繰り返している。2007 年度の 

156,371TJ（1990 年度比 17.6％増）をピークに、いわゆる「リーマンショッ 

ク」の影響に見舞われた 2008 年にはエネルギー消費量は大きく減尐し、以降 

は微増傾向で推移している。 

※：テラジュールの略号。テラは 10 の 12 乗（兆）のことで、ジュールは熱量単位を表す。 

 

○  エネルギー種類別にみると、電力消費量は 1990 年度の 55,092TJ から 2009

年度には 67,907TJ（90 年度比 23.3％増）と増加傾向にある。一方、熱消費

量は 1990 年代前半までは増加傾向で推移してきたが、1996 年をピークに減

尐傾向に転じている。 

この結果、近年では、熱消費量が電力消費量を上回っているものの、毎年

その差は縮まっており、2009 年度の構成は、電力消費量が全体の 46.0％

（67,907TJ）であるのに対して、熱消費量は 54.0％（79,806 TJ）となって

いる。 

こうした変化の背景には、家庭における世帯数の増加に加えて、電化製品

の大型化、IH 機器の普及等が進んでいることや、産業構造のサービス化・ICT

化が進展したことなどがあると考えられる。 

 

○ なお、京都府の府内総生産１億円当たりのエネルギー消費量は 1.55TJ であ

り、東京都の 0.95TJ に比べると効率は低いものの、全国の 2.62TJ や大阪府

の 1.86TJ などと比べると、京都府のエネルギー消費の効率は比較的高いと考

えられる。 

表１－１ １億円当たりエネルギー消費量（2009年度）の算出根拠 

 
最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 

（TJ） 

県内総生産 

（百万円） 

１億円当たり 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（TJ） 

京都府 147,713  9,553,851  1.55  

全 国 12,644,333  483,216,482  2.62  

東京都 810,647  85,201,569  0.95  

大阪府 666,795  35,826,529  1.86  

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、「都道府県別エネルギー消費統計」、内閣府「県民経済計算」 
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図１－１ 京都府におけるエネルギー消費量の推移 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 

注１：電力は、1kWh=3.6MJ の消費側で換算したエネルギー量であり、供給側の発電損失分を配分した帰属

エネルギー量ではない。 

２：熱消費量とは、石炭、石炭製品、原油、石油製品、天然ガス、都市ガス、熱（人為的に温度調整さ

れた蒸気・水・空気などの熱媒体により供給されるエネルギーの需給）の合計。 

３：2010年度は推計値。 

４：図中の数値は、調査期間の開始年・最終年、2010 年推計値、期間中最大値を示した年における値。 

 

表１－２ 京都府におけるエネルギー消費量の内訳（2009年度実績） 

 
出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 

 

実績値（TJ）
総量に占める

割合（％）

147,713 100.0

67,907 46.0

67,907 46.0

79,806 54.0

4,089 2.8

36 0.0

0 0.0

44,128 29.9

軽質油製品 26,312 17.8

重質油製品 15,107 10.2

石油ガス 2,710 1.8

53 0.0

30,808 20.9

691 0.5

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量
内　訳

合　計

石　炭

石炭製品

原　油

石油製品

電力消費量

熱消費量

熱

天然ｶﾞｽ

都市ｶﾞｽ

電　力
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図１－２ 都道府県別電力消費量（2009年度実績） 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 
注：消費側換算値：１kWh＝3.6MJ 

 

 

（２）電力エネルギーの需給の状況 
 

（電力消費）          

○ 京都府内の電力消費量を部門別に見ると、2009 年度において、産業（非製 

造業及び製造業）部門が 22,201TJ で全体の 32.7％、民生（家庭及び業務他） 

部門が 45,706TJ で 67.3％を占めている。 

1990 年度と比較すると、産業部門では、省エネの取組に加えて景気の低迷

などの要因により 5.7％（1,347TJ）の減尐がみられるが、減尐率は、全国

（▲14.4％）と比べると小さい。 

一方、民生部門では、業務分野における店舗・オフィス面積の増加、家庭

分野における世帯数や所有家電の増加などにより 44.9％（14,163TJ）増加し

ている。増加率は、全国（58.5％）と比べると小さくなっており、この傾向

は業務分野、家庭分野ともに共通している。 

 

○ 関西電力管内においては、東日本大震災後の電力需給対策として、2011 年

夏期、同冬期及び 2012 年夏期において、家庭や産業などの各部門に対し節電

への協力要請が行われた。特に、2012 年夏期においては、計画停電回避のた

め、電力会社はもとより京都府をはじめ地方公共団体においても節電対策が
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集中的に実施されたこともあり、基準年とされた 2010 年と比較して最大電力

需要（kW ベース）で約 11％、販売電力量（kWh ベース）で約 10％の節電が

達成された。なお、この節電実績には、万一の備えとはいえ、計画停電のお

それがあると周知されたこともあり、家庭や企業において、照明の間引きや

就業時間の短縮・シフトなど、緊急・臨時的な節電の取組による結果分も含

まれている。 
注：kW は電力の大きさを表す単位。kWh は電力の量を表す単位。１kW の電力を１時間使うと消費

電力量は１kWh となる。 

 

表１－３ 京都府における部門別電力消費量の構成(単位：TJ) 

 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 

 

    

図１－３ 京都府における部門別電力消費量の構成比 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 

1990年度 2009年度
1990→2009
増減率（％）

55,092 67,907 23.3

(100.0%) (100.0%)

23,548 22,201 ▲ 5.7

(42.7%) (32.7%)

1,279 813 ▲ 36.5

(2.3%) (1.2%)

22,269 21,388 ▲ 4.0

(40.4%) (31.5%)

31,543 45,706 44.9

(57.3%) (67.3%)

15,992 22,746 42.2

(29.0%) (33.5%)

15,551 22,961 47.6

(28.2%) (33.8%)

0 0 -

(0.0%) (0.0%)

家  庭

業務他

運　輸

内　訳

合　計

産　業

非製造業

製造業

民　生

産業(非

製造

業)2.3% 

産業(製

造業) 

40.4% 

民生(家

庭) 

29.0% 

民生(業

務他) 

28.2% 

運輸 

0.0% 
産業(非

製造

業)1.2% 

産業(製

造業) 

 31.5% 

民生(家

庭) 

 33.5% 

民生(業

務他) 

33.8% 

運輸 

 0.0% 

＜1990 年度（55,092TJ）＞ ＜2009 年度（67,907TJ）＞ 
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表１－４ 全国における部門別電力消費量の構成(単位：TJ) 

 

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

 

   

図１－４ 全国における部門別電力消費量の構成比 

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

 

（電力供給） 

○ 独立行政法人経済産業研究所「都道府県別エネルギー消費統計」によると、

京都府内の電力消費量（kWh ベース）は、概ね 180～190 億 kWh で横ばい

となっているが、このうち、関西電力による供給量が概ね 160～170 億 kWh

程度と大部分を占めている。 

 

○  関西電力の発電電力量（他社・融通を含む。）の電源別の構成は、東日本大

大震災以前の 2009 年度時点では原子力 45％、火力 44％、水力 10％、再生可

能エネルギーを含む新エネルギーが１％であったが、大震災後の 2011 年度に

1990年度 2009年度
1990→2009
増減率（％）

2,698,534 3,359,582 24.5
(100.0%) (100.0%)

1,220,265 1,044,875 ▲ 14.4
(45.2%) (31.1%)
21,251 8,990 ▲ 57.7

(0.8%) (0.3%)
1,199,013 1,035,885 ▲ 13.6

(44.4%) (30.8%)
1,417,755 2,246,971 58.5

(52.5%) (66.9%)
662,933 1,029,656 55.3

(24.6%) (30.6%)
754,822 1,217,315 61.3

(28.0%) (36.2%)
60,514 67,736 11.9

(2.2%) (2.0%)

内　訳

合　計

産　業

非製造業

製造業

民　生

家  庭

業務他

運　輸

産業（非

製造業） 

0.8% 

産業（製

造業） 

44.4% 
民生（家

庭） 

24.6% 

民生（業

務他） 

28.0% 

運輸(旅

客) 2.1% 

運輸(貨

物) 0.1% 
産業（非

製造業） 

0.3% 

産業（製

造業） 

30.8% 

民生（家

庭） 

30.6% 

民生（業

務他） 

36.2% 

運輸(旅

客) 

1.9% 

運輸(貨

物) 

0.1% 

＜1990 年度（2,698,534TJ）＞ ＜2009 年度（3,359,582TJ）＞ 
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は、火力 69％、原子力 20％、水力 10％、新エネルギー１％となり、原子力

の比率が著しく低下し、火力がそれを補う構成となっている。その影響によ

り、燃料量の増加による電気料金の値上げや地球温暖化につながる CO2 排出

量の増加などの問題が生じている。 

 

 

   図１－５ 関西電力の発電電力量の電源別構成と京都府内の販売電力量 

      出典：発電電力量（他社受電分を含む。）は関西電力「ファクトブック 2012」等から引用。 
京都府内の販売電力量は、同資料に掲載された販売電力総量から京都府が推定。   

 

 

（３）熱エネルギーの需給の状況 

 

（熱消費） 

○ 京都府内の熱消費量を部門別に見ると、2009 年度においては、産業（非製

造業及び製造業）部門は 15,835TJ で全体の 19.8％、民生（家庭及び業務他）

部門は 51,883TJ で 65.0％、運輸部門（乗用車）は 12,087TJ で 15.1％を占

めている。 

 

○ 1990 年度と比較すると、産業部門では、省エネ取組に加えて景気の低迷な

どの要因により 36.5％（9,084TJ）減尐しており、減尐幅は全国（▲11.5％）

と比べて大きくなっている。また、電力消費量の減尐（▲5.7％）と比べても

減尐幅は大きく、熱利用の分野で特に省エネが進んだことが伺える。 

 

○ 一方、民生部門の熱消費量は 22.2％（9,420TJ）増加しており、増加幅は全

国（16.4％）と比べて大きくなっている。内訳を見ると、家庭分野の増加幅
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は 0.8％でほぼ横ばいで推移しているのに対して、業務分野は 37.3％増加し、

その中でも、公共サービス分野（公務、教育研究、医療保健福祉）が 79.4％

増加と大幅に伸びている。 

 

表１－５ 京都府における部門別熱消費量(単位：TJ) 

 
出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 

 

 

 

図１－６ 京都府における部門別熱消費量の構成比 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 

 

 

 

 

1990年度 2009年度
1990→2009
増減率（％）

77,847 79,806 2.5

(100.0%) (100.0%)

24,919 15,835 ▲ 36.5

(32.0%) (19.8%)

4,257 4,009 ▲ 5.8

(5.5%) (5.0%)

20,662 11,826 ▲ 42.8

(26.5%) (14.8%)

42,463 51,883 22.2

(54.5%) (65.0%)

17,589 17,726 0.8

(22.6%) (22.2%)
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(32.0%) (42.8%)
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表１－６ 全国における部門別熱消費量の構成比（TJ） 

 

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

 

   

 

図１－７ 全国における部門別熱消費量の構成比 

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

 

（熱供給） 

○ 熱は電気と異なり、発生場所の近傍以外での利用が難しいという特性があ

り、需要があるところにいかに無駄なく必要量を供給するかが課題である。 

京都府内における熱消費量79,806 TJ (発電利用などエネルギー転換分を除

く。)を一次エネルギーごとに見てみると、石油製品(重油など)が 44,128 TJ

で 55.3％、都市ガスが 30,808 TJ で 38.6％であり、これらだけで 93.9％と大
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部分を占めている。 

 
  図１－８ 京都府における熱エネルギー消費量（2009年度実績 79,806TJ）の構成比 

出典：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」 
注：消費量の数値は P.4の表を参照 

 

 

（４）京都府内におけるエネルギー供給施設の立地状況 

 

（発電施設） 

○ 京都府内には、関西電力の発電所として、石炭を燃料とする舞鶴発電所（出

力 180 万 kW）のほか、水力発電所 20 基（合計出力約 16 万 kW）、揚水発電

所 1 基（出力約 47 万 kW）が立地している。また、同社の宮津エネルギー研

究所は、重油・原油を燃料とする火力発電所（出力 75 万 kW）であるが、現

在、長期計画停止中である。 

   

○ 関西電力以外の発電施設としては、京都府の大野発電所（水力・出力 1.1

万 kW）、太鼓山風力発電所（出力約 0.5 万 kW）のほか、ごみ、太陽光、小

水力などの再生可能エネルギーを利用した発電施設が立地している。 

 

○ また、発電と同時に生じる熱を自らの事業所内で有効利用し燃料利用効率

を高めるコージェネレーション施設の普及や燃料電池（※）の設置が広がり

つつある。京都府内の普及状況は、2012 年度現在で、事業所において約 15

万 kW、家庭において約１万 kW となっており、2010 年度からほぼ横這いで

ある（京都府調べ）。 
※：燃料電池は、補充可能な何らかの負極活物質（通常は水素）と正極活物質となる空気中の酸素 

等を常温または高温環境で供給し反応させることにより継続的に電力を取り出すことができる 
発電装置のこと。 
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（天然ガス供給基盤） 

○ 天然ガスは、化石燃料の中でも環境性に優れ、かつ比較的世界に広く分散

して賦存することから、火力発電や都市ガスの原料として重要な役割を果た

している。しかし、海外から LNG（液化天然ガス）を受け入れ、ガス化して

送出する LNG 基地は太平洋側に集中し、LNG 基地と需要家を結ぶ天然ガス

パイプラインも大都市地域や東北・関東に偏在している。 

 

○ 関西地域における LNG 基地は瀬戸内海に面した泉北・姫路地区に立地し、

天然ガスパイプラインも大消費地である京阪神地域を中心に整備されており、

関西の日本海側は天然ガス供給基盤の空白地域となっている。 

 

○ 京都府内における天然ガスの供給は、大阪ガス株式会社による亀岡市以南

（農山村部等を除く。）への供給のほか、舞鶴市及び福知山市の一部で、地域

のガス事業者による供給が行われている。両市においては、地域のガス事業

者がタンクローリーで LNG の供給を受け、同事業者の施設でガス化して需要

家に天然ガスを供給している。 

 

 

（５）再生可能エネルギーの導入状況及び導入可能量 

 

○ 京都府が2011年度に実施した「京都府再生可能エネルギー導入可能性調査」 

によると、2010 年度現在で京都府内において導入されている再生可能エネル 

ギー（kW ベース）は、小水力（出力３万 kW 未満）約 52,000kW、太陽光発 

電約 51,600kW、その他（風力発電、バイオマス発電）は合わせて約 6,700kW 

程度となっている。 

 このうち、近年、設置規模の伸びが著しいのは太陽光発電設備であり、設 

置時における国や地方公共団体の助成制度や、2009 年 11 月から開始された 

余剰電力買取制度が普及を大きく後押ししてきた。 

 2012 年７月には、買取対象を風力発電や小水力発電などにも拡大した「固 

定価格買取制度」が始まり、京都府内においても、メガソーラーを含む太陽 

光発電を中心に再生可能エネルギー導入の機運が高まっている。 

 

○ また、同調査において、再生可能エネルギーの導入可能量(※)を種別ごと 

に算定した結果、府域で最も導入可能量の大きい再生可能エネルギーは太陽 

光発電であり、次いで風力発電であることが明らかになった。小水力発電な 

ど他の発電についても、発電量としては大きな規模を見込むことができない 
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ものの、地域の地産地消型エネルギーとして多様な効果が期待されることが 

示された。 
※：導入可能量は、再生可能エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置可否を考慮

したエネルギー資源量であり、種々の制約要因に関する仮定条件を設定した上で推計されるもの
とした。よって、現時点では経済的に見合わないものも含まれている。 

 

○ 導入可能量を発電電力量で見ると、約 30 億 kWh（既開発量を含む。）であ

り、そのうち太陽光発電による導入可能量が、19 億 kWh（うち住宅が 13 億

kWh）と全体の６割を超える割合となっている。 

 

表１－７ 京都府における再生可能エネルギー導入状況 

 種別 現行導入量 出典 

太陽光 
太陽熱 

[太陽光発電設備] 
住宅：約 13,800 件、約 48,300kW(2010) 

京都府推計 
(出力 3.5kW/件（※１）
として推計したもの) 

[太陽光発電設備] 
公共施設：約 3,300kW(2010) 

京都府調べ 

[太陽熱利用機器]住宅：約 36,000 件(2010) 
平成 21年 

京都府統計書 

風力（陸上） 太鼓山風力発電所 4,500 kW 
平成 21年 

京都府統計書 

バイオマス 

[発電利用]５件、約 2,200kW 

（他に一廃焼却施設での発電など（※２）あり） 
京都府調べ 

[熱利用]温水ボイラー、吸収式冷温水器、ペレットス
トーブなどの小規模利用 

－ 

廃食用油を使った BDF 精製：府内 50%の自治体が回収 京都府調べ 

小水力 
（３万 kW 未満） 

３万 kW 以下の既設発電所：約 52,000kW 
平成 21 年 

京都府統計書他（※３） 

地熱 (事例なし) － 

温度差熱利用 京都府洛西浄化センター(冷暖房、給湯に利用) 京都府調べ 

※１：近畿経済産業局データ（～2010.12）と一般社団法人太陽光発電協会データ（2010.4～2011.12） 

を用いて府内の１件当たり出力の平均値を京都府が試算 

※２：関西電力舞鶴発電所では、年間約６万トンの木質ペレット（輸入）を石炭と混焼して発電に利
用 

※３：財団法人新エネルギー財団「平成20年度中小水力開発促進指導事業基礎調査（未利用落差発電
包蔵水力調査）」（2009年３月） 

 出典：京都府文化環境部「京都府再生可能エネルギー導入可能性調査報告書」（2012年７月） 
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表１－８ 再生可能エネルギー導入可能性調査の結果（総括表） 

エネルギーの種類 
導入可能規模

（kW） 
導入可能量（kWh） (参考)既導入規模（kW） 

太陽光 1,800,000 
1,900,000,000  

(うち住宅 1,300,000,000) 

住宅:約 48,300 

公共:約  3,300 

風力（陸上） 450,000 790,000,000     4,500 

バイオマス － 1,300ＴJ 発電利用:2,200 

小水力(3 万 kW 未満) 56,000 290,000,000 約 52,000 

地熱 僅尐 僅尐        0 

温度差熱利用 
－ 

 
9,600ＴJ （一部施設で熱利用） 

          

 

 

（６）次世代エネルギー・社会システムに関する先進的取組 

 

○ 「関西文化学術研究都市」（通称:けいはんな学研都市）の「けいはんなエ

コシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」は、都市にお

ける電気・ガス・ガソリン等のエネルギー消費を最小化（省エネ）するとと

もに、電力需要の負荷平準化（ピークカット・ピークシフト）効果について

実証することを通じて、単位あたり CO2 総排出量が日本一尐ないエネルギー

未来都市の形成を目指すプロジェクトである。 

 

○ このプロジェクトは、「家庭部門」、「業務部門」、「運輸部門」、およびそれ

らを統括する「地域エネルギーマネジメント」の各分野の実証実験から成っ

ている。 

 

〇 家庭部門では、「エネルギー使用量の見える化」や HEMS（※）を導入した

エネルギーマネジメントの他、電力のピークカットに関する大規模なデマン

ドレスポンスの実証に取り組んでいる。 

※：Home Energy Management System（家庭でのエネルギーマネジメントを行うためのシステム） 

 

○ 業務部門では、けいはんなプラザビルにて、ビル内の電気と熱設備機器等

を対象にエネルギー削減を支援する BEMS（※）実証を行っている。 

※：Building Energy Management System（ビルでのエネルギーマネジメントを行うためのシステム） 

 

  出典：京都府文化環境部「京都府再生可能エネルギー導入可能性調査報告書」（2012 年７月） 
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○ 運輸部門では、EV 管理センターで EV（電気自動車）の充電状況を集約管

理し、地域内の電力需給状況を加味して EV の充電時間帯や場所をマネジメ

ントする仕組みを構築する実証に取り組んでいる。 

 

○ 地域のエネルギーマネジメントでは、CEMS（※）により、住宅､ビル､EV

等のエネルギー使用予想から地域として最適な運用計画を各部門に提示する

短周期的な取組の他、設備のスマート化や住民の行動を変革させる長周期的

な取組により省エネ・省 CO2を図る実証を行っている。 
※：Community Energy Management System（街全体のエネルギーマネジメントを行うためのシス 

テム） 

 

○ また、けいはんな学研都市内に京都府と関西電力グループ共同の取組とし

て発電出力２MW のメガソーラーを建設することとなり、これを活用して府

民への再生可能エネルギーに関する普及啓発事業を実施していくこととして

いる。 

 

 

（７）京都府のエネルギー施策の課題 

 

○ 今日のエネルギーを巡る状況を踏まえ、今後、安心・安全で、安定性や経

済性にも配慮したエネルギー需給を実現するために、京都府が、地方公共団

体の立場から、府民や事業者と連携して取り組んでいくべきエネルギー施策

の課題は次のとおりである。 

 

ア エネルギーの安全性の向上 

 私達がいま直面しているエネルギーをめぐる様々な問題は、東日本大震災に

よる原子力発電所事故に端を発したものである。多くの国民が原子力発電の安

全性に不安を抱いている現状を踏まえ、太陽光、風力、小水力など身近に存在

する再生可能エネルギーを最大限に活用するとともに、それぞれのエネルギー

の特性を踏まえ、災害リスクや環境リスク等への対策を強化することにより、

京都府の社会・経済を支えるエネルギー構造の安全性をより高めていくことが

必要である。 

 

イ 将来にわたるエネルギーの安定供給の確保 

 社会にとって、電力の供給が途切れることは、たとえ計画的な停電であって

も、大きな不安要素である。いわゆる電気弱者と呼ばれる高齢者や乳幼児、入

院・在宅療養者等の健康・生命を脅かし、経営基盤の脆弱な中小企業等にとっ
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てもまさに死活問題となる。さらに、電力不足への懸念は、企業の投資意欲を

減退させ、生産拠点の移転などにより地域経済を萎縮させることにもつながる。 

府民生活や産業活動に欠くことのできないエネルギーを将来にわたって安

定的に供給していくため、需要者の立場から、省エネ、節電によるエネルギー

使用の平準化やピークカットを進めるとともに、供給面においては、再生可能

エネルギーの普及拡大をはじめ、天然ガスを活用したコージェネレーション施

設の導入促進等により、エネルギーの多様化と分散型電源の拡大を図ることが

必要である。 

さらに、長期的な視点から、我が国のエネルギー自給率の向上を図ることが

エネルギーの安定供給の確保にとって重要である。京都府沖を含む日本海には、

メタンハイドレートをはじめとする天然ガス等のエネルギー資源が相当量賦

存している可能性があるといわれている(※)。メタンハイドレートは採掘技術

自体がまだ研究開発の途上であるものの、太平洋側における資源開発のみなら

ず、日本海側での開発促進が期待される。 
 ※：2012 年 10 月 29 日の明治大学、北見工業大学等の研究チームによる発表（同年同月 30 日付け   

新聞各紙）など。 
 

ウ 新たなエコ・エネルギー社会モデルの構築 

 東日本大震災後のエネルギーを巡る厳しい変化の波は、エネルギーの供給側

の構造やシステムの転換を促すだけでなく需要側にとっても変革を促す要因

となる。 

京都府としても、進行しつつあるエネルギーを巡る変化の潮流やそれを支え

る技術革新の動向などをしっかりと見据えて、住宅や工場、オフィス等需要者

の側におけるエネルギー・マネジメント・システムの導入や地域におけるスマ

ートコミュニティの形成、再生可能エネルギーを活かした地域づくりなどの取

組を支援し促進していくことが必要である。 

また、エネルギーや環境に関連する様々な変化を糧として成長が予想され

る市場を先取りした新たな産業やビジネスモデルの育成、新技術の研究開発

等を、「京都産業育成コンソーシアム」や「京都産業エコ・エネルギー推進機

構」などとの連携の下で進めていくことが必要である。  

 

エ エネルギーの経済性の向上 

  エネルギーの安定供給と合わせてその経済性（コスト）も、府民生活や産

業活動に大きな影響を及ぼす要因である。原子力発電停止によるベース電源

の不足を補うための火力発電の発電量増加による燃料費の増大などは発電コ

ストを押し上げることとなり、最終的には、電気料金を通じて府民・事業者

の負担になる。 
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地方公共団体は電気料金等の決定について関与する法律上の権限を持たな

いことなど厳しい制約はあるものの、京都府として、府民や企業の負担軽減と

いう視点からエネルギー供給事業者等に対しエネルギー供給の経済性の向上

について要請するとともに、省エネ・節電の取組や再生可能エネルギーのコス

ト低減のための技術革新を支援・促進していくことが必要である。 

 

オ エネルギー政策と地球温暖化対策の両立 

 京都は「京都議定書」誕生の地であり、これからも国内外の地球温暖化対策

における先導的役割を果たしていかなければならない。そのためには、エネル

ギーの効率的利用の促進と、発電の際に CO2 を排出しない再生可能エネルギ

ーの普及が大きな鍵を握っている。 

例えば、再生可能エネルギーが抱える不安定な出力対策、経済性の向上など

の課題を克服し飛躍的な普及につなげるようにするとともに、省エネが府民生

活や産業活動に無理なく浸透し社会全体のエネルギー効率の向上が図られる

よう、大学や産業界とも連携し、新たな技術革新やビジネスモデルの創出、そ

れらの普及を促す制度や仕組みを構築していくことが必要である。 

また、ベース電源を火力発電に大きく依存している現状の下で、地球温暖化

への影響を緩和するため、化石燃料の中でも CO2 排出量が尐ない天然ガスへ

の転換や各種火力発電の高効率化を図るための取組を促進していくことが必

要である。 

「京都府地球温暖化対策推進計画」（平成 23年度改定）において、再生可能

エネルギーの活用をはじめ、省エネルギーなどエネルギーの効率的利用などに

これまで以上に強い決意を持って取り組むこととしており、同計画に基づく対

策とも連携を図っていく必要がある。 
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２ 基本方針と目標                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 私たちは、これまで長い間、電力などのエネルギーを、供給側から与

えられるままに当然のごとく消費してきた。しかし今、東日本大震災と

それに伴う原子力発電所の事故を契機として、エネルギー政策の根本的

見直しが進む中で、需要者自身がエネルギーを「選ぶ時代」が訪れよう

としている。そして、私たちがどのようなエネルギーを選ぶかは、どの

ような社会、どのような未来を選択するかにつながる問題でもある。 

 

○ 現実のエネルギー供給において、特に、基幹的な電力エネルギーは広

域的な系統により接続され、広域の需要に合わせて、府県域を超えて供

給されている。したがって、電力需給について考える場合には、広域的

な観点から、供給安定性、環境性、経済性を踏まえた検討を行うことが

求められる。 

 

○ そうした現実を踏まえた上で、本戦略においては、府民一人ひとりが、

エネルギー問題を単に供給側の問題としてではなく、需要者である自ら

の問題として捉えることにより、省エネルギー推進や再生可能エネルギ

ー導入の取組などを進めていくために、京都府域に立地する系統及び分

散型電源による供給力が、京都府域における電力需要を上回る状態を「エ

ネルギー自給・京都」と位置づけ、その実現をめざして５つの戦略を推

進することとする。 

原発に依存しない社会を目指すとともに、府民生活の安心・安全を

守り、経済活動を維持発展させることが可能なエネルギーの安定確保

を図るため、「エネルギー自給・京都」の実現に向けて、京都の府民

力・地域力・産業力を活かした５つの戦略を推進する。 

 

戦略１：ＩＣＴ（情報通信技術）等の活用による新しい省エネ・節電

社会の構築 

戦略２：再生可能エネルギーの最大限の導入拡大 

戦略３：府民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定供給の確保 

戦略４：地域の個性を活かしたスマートコミュニティの形成 

戦略５：京都エコ・エネルギー産業の育成と振興 
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戦略１：ＩＣＴ等の活用による新しい省エネ・節電型社会の構築 

 ○ 京都府の産業構造はエネルギー大量消費型ではなく、中小企業等におい

ても省エネや節電の取組が精力的に進められている。それに加えて、けい

はんな学研都市におけるスマートシティの形成を目指した実証実験や産学

公によるエネルギー・マネジメント・システムの研究開発が進むなど先進

的な知見が集積している。こうした優位性を活かして、省エネルギーを本

戦略の軸として位置づけ、東日本大震災以降の日常的な節電を定着させる

とともに、家庭や事業所における最先端の省エネ機器・設備の導入はもと

より、HEMS、BEMS などのエネルギー・マネジメント・システムの活用

などを積極的に進め、新しい省エネ・節電型の社会づくりを進める。 

 

 

 

 
   ※この目標値は経済成長の影響を除外した場合であり、経済活動を抑制するも

のではない。 

 

戦略２：再生可能エネルギーの最大限の導入拡大 

○ 京都府再生可能エネルギー導入可能性調査（2012 年度調査）において、

京都府内における再生可能エネルギーの導入可能量を約 30 億 kWh と推計

している。今後の技術革新による効率性や経済性の向上も踏まえて、再生可

能エネルギーの最大限の導入拡大に取り組む。 

なお、再生可能エネルギーの熱利用についても、バイオマス、地中熱など

京都府内に賦存し、利用可能なエネルギーについて、積極的な導入を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：２０３０年度に２０１０年度と比べて、年間の電力使用量を約 

１３％、２５億 kWh（※）削減する。 

目標：２０３０年度の再生可能エネルギーによる年間発電量を合計 

３０億 kWhにする。 
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戦略３：府民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定供給の確保  

○ 産業、業務分野における天然ガスコージェネレーション施設や家庭分野に

おける燃料電池の普及促進を図るとともに、京都府内における LNG 火力発

電所等の立地可能性を検討することとし、これらにより省エネルギーや再生

可能エネルギーをバックアップするエネルギーの供給力確保を促進する。 

また、長期的視点に立ち、我が国のエネルギー自給率の向上を図る観点か

ら、海洋エネルギー資源の開発を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略４：各地域の個性を活かしたスマートコミュニティの形成  

○ 戦略１～３の推進に当たっては、市町村をはじめ地域団体・NPO 等と連

携して、各地域の自然条件をはじめ、都市・農村ごとの住宅や集落の形態、

そこで生まれる生活様式、地域産業の状況などそれぞれの地域の特性を踏

まえた取組が重要となる。 

京都府は南北に長く、それぞれの地域ごとに自然条件や資源を活かした

地場産業や生活様式が受け継がれている。こうした特性を踏まえ、先駆的

なプロジェクトが進む「けいはんな学研都市」をはじめ、既成都市地域や

農村地域など京都府内の様々な地域で、地域の個性に適した独自のエネル

ギー需給体制を構築し、それが地域活性化や災害時の対策などにも機能を

発揮するエネルギー自立性・分散性を持ったスマートコミュニティの形成

を進める。 

 

戦略５：京都エコ・エネルギー産業の育成と振興 

○ 今日の環境とエネルギー分野の急速な変化は、多様なビジネスチャンス

や新たな市場を生み出しつつあり、今後の成長分野として大きな可能性を

秘めている。 

また、京都にはエネルギー関連で我が国をリードする企業も多く存在して

いるとともに、多くの大学、研究機関が集積し豊富な知見や人的資源も備え

ている。こうしたポテンシャルを活かして、変化を機敏に捉え、これからの

京都産業の発展を牽引するエコ・エネルギー産業の育成と振興に取り組む。 

目標：２０３０年度における天然ガスコージェネレーション施設、燃

料電池による年間発電量を合計１８億 kWh にする。また、ＬＮ

Ｇ発電所・天然ガスパイプライン等のエネルギー安定供給基盤

の府内立地を目指す。 
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＜参考１＞ 

戦略１～５の遂行により達成される京都府内の電源構成（kW ベース）及び

電力需給（kWh ベース）を試算すると次のようになると考えられる。 

各種電源については、それぞれ稼働に必要な条件等が異なり設備利用率が

異なるため、同じ設備容量（kW）でも年間に見込まれる発電量（kWh）は異

なる。 

なお、本戦略での試算にあたっては、以下の仮定を用いている。 

 ・火力発電、ごみ発電              設備利用率：80％ 

 ・水力発電（中小規模）、コージェネレーション  設備利用率：60％ 

 ・燃料電池                   設備利用率：50％ 

 ・水力発電（大規模）              設備利用率：45％ 

 ・風力発電                   設備利用率：20％ 

 ・太陽光発電                  設備利用率：12％ 

 

 

参考表 京都府内の電源構成(kW ベース)の将来像(試算) 

 

    注：京都府試算。関西電力の発電施設規模は 2010年現在のままと仮定した。 
      京都府が立地を目指している LNG 火力発電所等については、ここでは加味していない。 
      「水力(揚水発電除く。)」のうち、４万ｋＷは中小水力(再生可能エネルギーに該当)。 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区　分 電源種類

2010年 2020年 2030年

水力(揚水発電除く。) 16 (16) (16)

水力（揚水発電） 47 (47) (47)

火　力 180 (180) (180)

小　計 243 (243) (243)

再生可能エネルギー 11 41 232

ガスコジェネ＋燃料電池 16 21 36

ガスコジェネ以外の火力 15 15 15

小　計 42 77 283

285 320 526合　計

発電規模(単位：万ｋW)

関西電力

分散型電
源
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参考表 京都府内の電力需給（kWh ベース）の将来像(試算) 

 
   注：京都府試算。関西電力の発電施設規模は 2010 年現在のままと仮定した。 
     京都府が立地を目指している LNG 火力発電所等については、ここでは加味していない。 
     「水力(揚水発電除く。)」のうち、２億ｋＷｈは中小水力(再生可能エネルギーに該当)。 
 
 
 
 

 

参考図 京都府内の電力需給（kWh ベース）の将来像（試算）  

 

区　分 電源種類

2010年 2020年 2030年

水力（揚水発電除く。) 7 (7) (7)

火　力 126 (126) (126)

小　計 133 (133) (133)

再生可能エネルギー 1 5 28

ガスコジェネ＋燃料電池 8 11 18

ガスコジェネ以外の火力 8 8 8

小　計 17 24 54

151 156 187

192 177 167

8 13

(15億kWh) (25億kWh)

78 88 112

100 98 92

100 108 107
発電コスト

(kWhあたりコストの2010年度比 ％）

最大発電量(単位：億ｋWh)

関西電力

分散型電源

合　計（A)

2010年度比節電・省エネ率（％）

総電力使用量（億kWh）（B)

府内需要に対する供給量率（％）（B/A）

温室効果ガス排出量
(kWhあたり排出量の2010年度比 ％）

 (億ｋＷｈ) 
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３ 基本方針に基づく施策の方向                

（１）新しい省エネ・節電型社会の構築に向けて 

 ア 施策展開の方向 

  ○ 新しい省エネ・節電型社会の構築に向けて、府民の省エネ型ライフス

タイルへの転換、事業者の生産システムの省エネ化などの取組が進むよ

う、社会全体の意識改革を促すとともに、産・学・公の連携により、ICT

（情報通信技術）を活用したエネルギー・マネジメント・システムの研

究開発・普及を促進する。 

  ○ その先導的取組として、けいはんな学研都市における「次世代エネル

ギー･社会システム実証プロジェクト」の推進により蓄えた知見を活かし、

HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）、BEMS（ビル

ディング・エネルギー・マネジメント・システム）、CEMS（コミュニテ

ィ・エネルギー・マネジメント・システム）等の京都府域への普及につ

なげていく。 

  ○ 今後実現されるであろう需要家自身が主体となる電力システムの到来

に備え、エネルギー分野に係る環境教育や人材育成の一層の充実を図る。 

 

イ 推進施策 

●ライフスタイルの転換、生産システムの省エネ化の促進 

 ・府民等に対する節電、省エネに関する啓発を進める。 

・家庭における省エネ型家電等の普及を促進するため、関西広域連合と連

携して関西スタイルのエコポイント事業を拡充し、利用を促進する。 

 ・中小企業において、省エネ設備への更新が進むよう省エネ見える化無料

相談を実施するとともに、中小企業融資制度を充実する。 

 ・一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、エネルギー効率の

改善を支援・促進する取組を進める。 

 ・省エネや断熱性能に優れた建築物の普及を促す。 

・京都産業育成コンソーシアムや京都産業エコ・エネルギー推進機構と連

携し、オール京都体制で、省エネに係る技術開発や市場開拓が新たなビ

ジネスチャンスやビジネスモデルの創出を支援する。 

 

●エネルギー・マネジメント・システムの普及促進 

・賢い需要家の育成を図るため、ICT を活用したエネルギー・マネジメン

ト・システム等に関する情報提供や環境学習の機会を充実する。 

・住宅や工場・オフィス等におけるエネルギーの「見える化」、スマート
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化を促進する。 

 見える化機器やスマートメーター（※１）の導入に対し助成や低利

融資を実施 

 国の制度も活用し、事業者による BEMS アグリゲーター（※２）の

活用を促進 
      ※１：各家庭に配備される双方向性通信可能な電力計のこと。家庭内機器のエネルギー利用

状況をリアルタイムで把握・データ化し、その情報を電力事業者に提供するとともに、
家庭内のエネルギー需要の制御を行う役割を担う。 

※２：中小ビル等に BEMSを導入するとともに、クラウド等によって自ら集中管理システムを
設置し、中小ビル等の省エネを管理・支援する事業者のこと。 

・けいはんな学研都市における次世代エネルギー・社会システムの実証プ

ロジェクト等を推進し、その成果の普及を目指す。 

 

●デマンドレスポンスやネガワット取引の仕組みの構築 

・電力供給の平準化を促進するため、デマンドレスポンスやネガワット取

引(※)などの仕組みづくりが必要となる。こうした需要側の取組が拡大

し、効果的に電力市場に取り入れられるよう、国に対して、デマンドレ

スポンスやネガワット取引等の導入に向けた制度設計等を要請する。 
※：企業など需要側が節電した分に対し、電力会社が入札などで買い取るなどして対価を 

         払う仕組み。 

 

（２）再生可能エネルギーの導入拡大に向けて 

 ア 施策展開の方向 

  ○ 再生可能エネルギーについて、京都府域の自然条件を考慮し、太陽光

発電の重点的な導入促進を図る。特に、大規模太陽光発電施設（メガソ

ーラー）に適した広大な未利用地が尐ない京都府の特性を踏まえ、住宅

用太陽光発電設備及び中小規模の遊休地等を活用した太陽光発電設備の

飛躍的普及拡大を促進する。 

  ○ 太陽光発電の普及にあたっては、固定価格買取制度の活用や、ノウハ

ウを持つ民間事業者等との連携を強化する。 

  ○ 小水力発電については、NPO や地域住民等が行う地域の自然エネルギ

ーを活用した地産地消の取組を支援する。 

    また、バイオマスについては、熱利用のほか固定価格買取制度を活用

した発電を拡大する。 

    さらに、京都府域での導入効果が期待できる地中熱利用の普及に取り

組む。 

○ 発電が不安定な再生可能エネルギーを補完するため、蓄電池（電気自

動車の活用を含む。）やコージェネレーション施設、燃料電池と組み合わ

せた普及を促進する。 
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  ○ 再生可能エネルギーに係る環境学習の一層の充実を図る。 

  ○ 再生可能エネルギー施設の立地や運用にあたっては、生活環境や自然

環境への十分な配慮を行う。 

 

 イ 推進施策 

●住宅用太陽光発電等の普及拡大 

・住宅用太陽光発電設備に関して、発電量シミュレーションなど正確で分

かりやすい情報を提供して相談に応じるシステムを民間事業者と連携

して整備し、利用を促進する。 

・太陽光発電設備の導入に当たっては、初期投資負担の軽減のため、低利

融資やエコポイント付与などにより支援を行う。 

 住宅への太陽光発電設備等の設置に対し、低金利（0.5％）で融資す

る「スマート・エコハウス促進融資事業」を実施 

 中小企業等の太陽光発電設備の導入に対し、低利融資により支援 

 関西スタイルのエコポイント事業において、民間事業者の協力を得

て、住宅用太陽光発電システム購入者にエコポイントを付与 

 

●非住宅用太陽光発電の普及拡大 

・民間事業者等が進める大規模太陽光発電（メガソーラー）について、円

滑な事業実施が図られるようワンストップ窓口で情報提供を行う。 

・遊休地等を活用した中小規模の太陽光発電事業の普及を促進する。 

 太陽光発電事業を行う土地所有者に対して、民間事業者と連携して

ノウハウ等の支援や初期投資の負担軽減を図る。 

 公共施設の屋根貸しや京都府直営による府有施設屋根を活用した太

陽光発電事業を推進 

 

  ●小水力発電の普及促進 

・市町村や NPO 等と連携し、国の補助事業や京都府の「地域力再生プロ

ジェクト支援事業」等も活用し、小水力発電による地域のエネルギー

地産地消の取組を支援する。 

 

●バイオマス資源の利活用の拡大促進 

   ・「京都府バイオマス活用推進計画」に基づき、マテリアル利用と併せて

エネルギー利用の拡大を促進する。 

 林地残材などの未利用バイオマスの利用を拡大 

 廃棄物焼却施設でのエネルギー利用の高効率化、下水汚泥のエネル
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ギー利用、木質バイオマスボイラーなどの導入拡大 

   ・京都府内産林地残材等を活用したバイオマス発電の導入を検討すると

ともに、事業者に対し既存火力発電施設における混焼利用の実施を働

きかける。 

  

●地域の特色を活かした取組の推進 

   ・京丹後市では、太陽光発電事業を地場産業である織物業の活性化に活

かす取組を進めている。また、南丹市では、地域資源を活用したエネ

ルギーの自給自足をめざして地域の宝探しを推進している。そのほか

各地域で多様な取組が行われていることから、こうした地域の特色を

活かした取組がより効果的に実施されるよう支援を行う。 

 

●固定価格買取制度・規制緩和等 

・再生可能エネルギー導入に対する民間投資を持続させるため、国に対し

て、固定価格買取制度の優遇期間の延長や適切な買取価格水準の設定を

求めるとともに、農地転用等の手続きの簡略化など規制緩和の早期実施

を要請する。 

・また、再生可能エネルギーの普及拡大に当たっては、系統接続のための

送電線網の増設とともに、発電の不安定さを補完する調整用電源の確保

等について、国及び電力会社に検討を要請する。 

 

  ●けいはんなメガソーラー等を活用した環境学習の推進 

   ・再生可能エネルギーの普及を図るため、けいはんなメガソーラー等を

活用し、府民の学習機会を創出する。 

 

 

（３）エネルギーの安定供給の確保に向けて  

ア 施策展開の方向 

○ エネルギーの安定供給を確保するためには、省エネや再生可能エネル

ギーの導入拡大を進めるとともに、電力需要の平準化により限られたエ

ネルギーを賢く使うことや、省エネや再生可能エネルギーだけでは充足

できない電力需要への対応が必要となる。こうした課題に対応するため、

熱の有効利用と併せたコージェネレーション施設、中でも環境負荷の小

さい天然ガスコージェネレーション施設等の導入拡大や火力発電所の立

地検討を進める。 

○ 火力発電については、発電時の CO2 排出量が最も尐ない LNG 火力発
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電所について重点的に検討するとともに、LNG 火力発電所の立地等に必

要となる LNG 基地、天然ガスパイプライン等のインフラ整備や高効率石

炭火力発電所の促進策についても検討する。 

○ さらに、長期的な視点から、我が国のエネルギー自給率の向上に貢献

するとともに、京都府北部地域の産業活性化や地域振興につなげるため、

京都府沖をはじめとする日本海におけるメタンハイドレート等の海洋エ

ネルギー資源の開発を促進する。 

 

イ 推進施策 

  ●天然ガスコージェネレーション施設等の導入促進 

   ・総合的なエネルギー効率が高く、熱の面的利用に適している天然ガス

コージェネレーションの導入を促進する。 

 住宅への天然ガスコージェネレーション設備等の設置に対し、低金

利（0.5％）で融資するスマート・エコハウス促進融資事業を実施 

 防災拠点、病院等の施設については、エネルギーセキュリティ上の

観点から、天然ガスコージェネレーションの導入を促進 

    ・都市ガス等から水素を取り出し、空気中の酸素との化学反応により発

電・熱供給を行える燃料電池の導入を促進する。 

   ・ピークカット、ピークシフト等により電力需要の平準化に資するとと

もに、停電時のバックアップ対策としても活用できる蓄電池の導入を

促進する。 

   ・コージェネレーション施設の導入拡大を進めるため、工場等のコージ

ェネレーション施設で発電した電気を他の工場等で利用する自己託送

の制度化や卸電力市場の活性化などコージェネレーション発電電力の

流動性拡大が図られるよう国に対し要請する。 

 

  ●ＬＮＧ火力発電所等の立地促進 

   ・LNG 火力発電所等の立地に向けた基礎調査を実施するとともに、その

結果により、民間事業者に LNG 火力発電所等の立地を働きかける。 

   ・天然ガスコージェネレーションの普及や LNG 火力発電所の立地促進に

必要となる LNG 基地、天然ガスパイプライン等の天然ガス供給基盤の

整備を促進するための方策を検討する。 

   ・電力会社、ガス会社等に、シェールガス由来の LNG の輸入など、より

安価な燃料の調達に向けた取組を要請するとともに、国に対し、必要

な支援を行うよう働きかける。 

 ・これまで LNG 基地や天然ガスパイプラインの整備は民間が行ってきた
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ため、事業採算性の確保できる太平洋側に集中しているのが実状であ

る。大災害の発生時等におけるエネルギーインフラのリダンダンシー

（予備的な手段）の確保や、国土強靱化対策としての日本海国土軸の

形成の視点も踏まえ、日本海側の天然ガス供給基盤の整備を国に要請

する。 

 

  ●メタンハイドレート等海洋エネルギー資源の開発促進 

   ・「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」を中心に、国等に対し、日

本海における本格的な資源調査の実施、メタンハイドレートの採掘技

術の研究・開発の促進等を働きかける。 

   ・日本海における海洋エネルギー資源開発の気運を高めるため、府民等

に対する広報・啓発を推進する。 

   ・海洋エネルギー資源の開発が地域経済の活性化に結びつく仕組みの形

成等に向け、地域として積極的な取組を進める。 

 

 

（４）多様なスマートコミュニティの形成に向けて  

ア 施策の展開方向 

○ 「次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」の取組が進む

「けいはんな学研都市」をはじめ、既成都市地域や農村地域など京都府

内のさまざまな地域において、ライフスタイルに適した省エネ・節電の

取組を軸としながら、地域に賦存する太陽光、風力、小水力、バイオマ

スなどの再生可能エネルギーを活用するとともに、コージェネレーショ

ンや燃料電池などのバックアップ電源と連系させることにより、地域の

特性を活かしたスマートコミュニティの形成を進める。 

 

イ 推進施策 

●エネルギー未来都市の構築 

・けいはんな学研都市において、次世代エネルギー・社会システムの実証

で得られた成果や ICT を活用した事業展開を進める。 

 HEMS や BEMS、電気自動車の管理システムを統合したエネルギ

ーの一元管理システムによるエネルギーマネジメントの実施、検証 

  ●スマートコミュニティの形成 

・京都府内での HEMS や BEMS 等のエネルギー・マネジメント・シス

テムの導入を拡大する。 

 京都の伝統産業から先端産業までの知恵と技術を結集させたエコ住
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宅（京エコハウス）の実証・普及事業を推進 

 家庭や中小企業等による HEMS や BEMS の導入に対し助成や低利

融資を実施 

 まちづくりにおいて CEMS の導入を促進 

 

 

（５）京都エコ・エネルギー産業の育成・振興に向けて  

ア 施策展開の方向 

○ エコ･エネルギー分野が京都のリーディング産業となって産業活性化

につながるよう、中小企業等が行う省エネや再生可能エネルギーに係る

研究・技術開発などを支援するほか、産・学・公の連携や民間活力の積

極的な活用を図る。 

○ 省エネや再生可能エネルギーに係る技術開発や市場開拓が新たなビジ

ネスチャンスやビジネスモデルを生み出し、京都産業の活性化につながる

よう、京都産業育成コンソーシアムや京都産業エコ・エネルギー推進機構

と連携し、オール京都体制で支援していく。 

 

イ 推進施策 

●省エネや再生可能エネルギーに関する技術開発・新事業創出支援 

・京都産業育成コンソーシアム及び京都産業エコ・エネルギー推進機構と

連携して、中小企業等が行う省エネや再生可能エネルギーに係る研究・

技術開発や試作品開発等や、関連する新事業の創出及び新たな市場の開

拓・需要の掘り起こしを支援する。 

 京都市と連携し、エコ・エネルギー産業の事業化、市場参入を目指

して製品開発を行う中小企業等の研究・開発経費に対して助成  
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４ 目標達成のための行動指針                   

（１）府民に期待される役割と行動 

  ○ 府民は、省エネ型ライフスタイルの推進をこころがけ、エネルギー使

用の平準化や効率化に努める。 

・住宅の省エネ性能の向上の推進 

・エコドライブなどエコ行動の推進 

    ・買い換えに際して省エネ型家電製品の積極的な導入 

    ・家庭における電気使用の見える化や HEMS 導入の推進 

    ・京都府が実施する節電や再生可能エネルギー導入促進施策への協力 

  ○ 府民は、地域の資源を活かした再生可能エネルギーについて関心を持

ち、様々な形でその普及拡大に努める。 

・自宅屋根等に太陽光発電設備の設置 

・市民協働型発電事業への参加 

・環境学習への参加 

 

（２）事業者に期待される役割と行動 

  ○ 事業者は、エネルギーの効率的利用の観点から、事業活動を見直し、

設備等の省エネ化、事業形態に応じた再生可能エネルギーの導入に努め

る。 

・工場、オフィス等の省エネ性能の向上の推進 

・省エネ診断や相談事業を活用し、省エネ型生産設備等の導入を推進 

    ・BEMS の導入、アグリゲーター等の活用により、新しい省エネ型経

営への転換を推進 

    ・CO2対策とも併せ、再生可能エネルギーの導入を推進 

・京都府が実施する節電や再生可能エネルギー導入促進施策への協力 

    

○ エネルギー関連事業者は、省エネルギーや再生可能エネルギーに関わる

研究・技術開発、市場開拓等の推進に努める。 

・京都府や、京都産業育成コンソーシアムや京都産業エコ・エネルギー

推進機構が行うエネルギー施策への積極的な参加 

  ・京都の地域資源を活かした省エネルギー・再生可能エネルギー関連技

術の開発促進 

 

（３）ＮＰＯ等関係団体に期待される役割と行動 

  ○ NPO 等は、省エネルギー・再生可能エネルギーに関する府民の理解を
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広げるための啓発活動を推進するよう努める。 

 

  ○ NPO 等は、他地域の同様な活動と連携しながら、広く府民が再生可能

エネルギーの普及拡大に参画できる取組（市民共同発電事業など）を推

進するよう努める。 

   

（４）京都府の役割と取組 

  ○ 府は、本戦略の目標を達成するため、府民、事業者、NPO、市町村、

学校・大学等と連携して取組を推進する。 

    ・本戦略をオール京都で推進するため、府民等に対して、広報媒体を

活用して積極的に啓発を行うほか、出前講座や環境学習の機会を通

じて周知を図る。 

  

 ○ 府は、エネルギー政策が広域的な課題であることに鑑み、関西広域連合

や国との連携を強化して取り組む。 

   ・関西広域連合で行う「関西における中長期的なエネルギー政策の考え

方」の検討に当たり、本戦略の基本方針や施策が反映されるよう努め

る。 

   ・節電対策の実施に当たって、国や関西広域連合と連携した取組を行う。 

 

 ○ 府は、事業者として自らも省エネルギー・再生可能エネルギー導入に率

先して取り組む。 

・「京都府地球温暖化対策プラン（再生可能エネルギー戦略）」に基づ

き、再生可能エネルギーの京都府庁への計画的導入を推進する。 

・電力使用の見える化や省エネ型機器等の導入により、省エネ・節電

に努める。 

   ・「府庁夏のエコアクション」などの取組を通じて、夏・冬期の節電対

策に率先的に取り組む。 
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 戦略の推進に向けて                               

 

○ 私たちは、東日本大震災に伴う原発事故を契機とする今日のエネルギー問

題の解決を通じて、新しい社会システムを構築していかなければならない。

そのためには、エネルギーを使用する府民一人ひとりが、傍観者ではなく主

体者として、エネルギー問題を自らのもとに引き戻し、考え、行動していく

ことが求められる。それは、エネルギーの安全性や安定性、地球温暖化対策

との関わり、さらにコスト問題などの要素を考え合わせながら、需要者がエ

ネルギーを選択することができる社会をめざすことにほかならない。 

 

○ また、新しい社会システムを構築するためには、地方自治体においても、

国や電力会社だけに任せるのではなく、府民により近い行政の立場から積極

的に関与していくことが求められる。実際には、電力をはじめとするエネル

ギーの需給は、京都府内で完結するものではなく、関西圏や、さらに広い範

囲との関わりの中で運用されているものであるが、それぞれの地域が、地域

に適した省エネルギーの目標を掲げ、また地域の中で再生可能エネルギーの

導入や調整電源の整備確保を図ることにより、エネルギーの自立化・分散化

を目指すことは、圏域全体の、ひいては我が国全体のエネルギーの安定確保

への一つのアプローチになるものと考えられる。 

 

○ また、エネルギーの安定確保は、地球環境問題と合わせて、人類が生存し

ていく限り、世代を超えて取り組んでいかなければならない普遍的な課題で

ある。エネルギー問題についての意識付けや次代を担う子供達への教育とし

ての観点からも、地域の資源を活用した小水力発電や、熱利用も含めたバイ

オマスの取組等について、京都府として支援していく必要がある。 

 

○ こうした考えのもと、京都府はこの「京都エコ・エネルギー戦略」をもと

に、今後、本戦略の推進のための具体的な施策を国や関西広域連合、市町村

等と連携して実施していくとともに、府民や事業者の方々に対して本戦略の

周知を図り、社会を構成するそれぞれの立場、役割、責任を踏まえて、この

戦略をともに推進していくことができるよう努めていくこととする。 

 


